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企画グループ
１　局及び庁内関係部局の連絡調整

所掌事務を円滑に処理するため、局内の連絡調整事務及び一般庶務事務を行い、事務事業の適切な執行に努めた。

　　また、人権行政の円滑な推進と連絡調整を図るため、関係部局に兼務職員を置き、全庁的な人権施策の調整を行った。
２　大阪府人権施策推進審議会の運営

　　大阪府人権尊重の社会づくり条例に基づき、人権施策を総合的に推進するため、「大阪府人権施策推進審議会」を運営した。

《開催状況》

	開催年月日
	開催場所
	内　　　　　　容

	令和７年３月25日
	大阪府庁本館５階　
正庁の間
（ウェブ会議併用）
	・会長の選任、会長代理の指名

・インターネット上の人権侵害解消推進部会報告について

・人権問題に関する府民意識調査について

・万博を契機とした人権啓発事業について

　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　他
　　


３　大阪府人権白書「ゆまにてなにわ」（施策編）の作成

大阪府人権施策推進基本方針に基づき人権施策を効果的に推進するため、庁内の

人権施策の実施状況をとりまとめた大阪府人権白書「ゆまにてなにわ」（施策編）を作成した。

	体　　裁
	Ａ４版、85ページ

	発　　行
	令和６年11月　コピー機により必要に応じて作成


４　人権ホームページの運営

人権局のホームページにおいて、府民の自主的・主体的な取組を促進するため、人権問題に関する情報や人権教育・啓発教材を提供できるよう総合的な情報発信に努めた。
５　大阪人権行政推進協議会の運営

府内の自治体が人権行政を効果的に実施するため、情報交換・相互協力を基本とした連携・協力体制を確立することを目的に設置している「大阪人権行政推進協議会」を運営した。

《開催状況》

　　○　役 員 会

	開催年月日
	開催場所
	内　　　　　　容

	令和６年７月10日
	大阪府庁本館５階　正庁の間
	「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」について
　　　　　　　　　　　　　　　他

	令和７年２月17日
	おおさか市町村職員研修研究センター （マッセOSAKA）　大ホール
	令和７年度役員、事業計画（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　他


○　全体会議

	開催年月日
	開催場所
	内　　　　　　容

	令和６年７月10日
	大阪府庁本館５階　正庁の間
	「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」について

　　　　　　　　　　　　　　　他

	令和７年２月17日
	おおさか市町村職員研修研究センター （マッセOSAKA）　大ホール
	令和７年度役員、事業計画（案）について
　　　　　　　　　　　　　　　他


　
６　大阪国際平和センターの事業の促進

大阪空襲を中心に戦争の悲惨さ・平和の尊さを次世代に伝える「大阪国際平和センター（ピースおおさか）」の事業を促進するため、運営主体である「公益財団法人大阪国際平和センター」に対し、大阪市とともに補助金を交付した。
《補 助 金》

	区分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予算額
	68,016千円

（23,016千円）
	67,862千円

（22,727千円）
	61,304千円

（15,382千円）

	決算額
	67,014千円

（22,025千円）
	66,626千円

（21,529千円）
	60,706千円

（14,890千円）


　　　※（　）内は施設補修にかかる金額で内数
《施設概要》
	所　　在　　地
	大阪市中央区大阪城２－１（大阪城公園内）

	施　設　規　模
	鉄筋コンクリート造（一部鉄骨造）３階建

敷地面積2,513㎡、延床面積3,483㎡

	主　要　施　設
	展示室(３)、特別展示室、映像コーナー、

講堂、会議室、図書室、収蔵庫等

	開　　館　　日
	平成３年９月17日

	補助対象事業
	運営費、施設補修費


　　　※平成27年４月30日リニューアルオープン

７　人権相談・啓発等事業の委託に関する業務の実施
すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現を図るため、府と府内市町村の共同の取組として、人権相談事業・人材養成事業・人権啓発支援事業から成る人権相談・啓発等事業の委託に関する業務を実施した。

　委託先：一般財団法人大阪府人権協会

　委託期間：令和６年５月１日～令和９年３月31日
（令和６年４月１日～令和６年５月31日までは別途一般財団法人大阪府人権協会に委託）

《委託料》

	区　　　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　　算　　額
	43,275千円
	43,275千円
	44,086千円

	決　　算　　額
	43,275千円
	43,275千円
	43,030千円


８　北朝鮮人権侵害問題に関する施策の実施
拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律に基づき、府民の関心と認識を深めるため、様々な啓発活動を行った。
（１）北朝鮮人権侵害問題啓発週間における啓発
　①ブルーリボンを作成し、舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」で府民へ配布し啓発を行った。
　②北朝鮮人権侵害問題啓発週間中に府内施設をブルーライトアップし、啓発を行った。
　③拉致問題の周知を図るため、啓発画像を大阪市内の電子看板（デジタルサイネージ）に放映するほか、大阪市、曽根崎警察署と共催で街頭キャンペーンを実施した。
	放映期間
	令和６年12月９日～12月15日

	放映場所
	　ホワイティうめだセンターモール


　
④拉致問題の理解を促進し周知を図るため、啓発パネル展示を実施した。
	実施期間
	令和６年11月30日～12月15日

	実施場所
	　大阪府立中央図書館　１階展示スペース


	実施期間
	令和６年12月10日～12月15日

	実施場所
	　大阪府庁本館（大手前庁舎）１階　正面階段付近


（２）政府拉致問題対策本部との共催事業

　①拉致問題に対する理解促進のため、アニメ「めぐみ」の上映会を実施した。
　　主催：政府拉致問題対策本部・大阪府・八尾市

	開催年月日
	令和７年１月16日

	開催場所
	八尾市文化会館プリズムホール

	参加者数
	120人　　　　

	内　　容
	政府の取組説明
アニメ「めぐみ」・「拉致被害者御家族ビデオメッセージ」上映、
拉致問題啓発パネル展示


　

②拉致問題に対する理解促進のため、舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」を実施した。
　　主催：政府拉致問題対策本部・大阪府・堺市

	開催年月日
	令和７年１月15日

	開催場所
	堺市民芸術文化ホール（フェニーチェ堺）

	参加者数
	1,457人

	内　　容
	拉致問題の概要説明
舞台劇「めぐみへの誓い―奪還―」上演、拉致問題啓発パネル展示


　
教育・啓発グループ
１　大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例の推進

性的指向及び性自認の多様性が尊重され、全ての人が自分らしく生きることができる社会の実現をめざして、大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例に基づく施策を推進した。
２　大阪府パートナーシップ宣誓証明制度の運用

大阪府性的指向及び性自認の多様性に関する府民の理解の増進に関する条例の制定を契機に、性的マイノリティ当事者を対象とした大阪府パートナーシップ宣誓証明制度を運用した。
根　拠：大阪府パートナーシップの宣誓の証明に関する要綱

　施行日：令和２年１月22日

　　　宣誓数：48組（令和６年度）
３　人権教育に関する施策の実施

府民、府職員及び府内市町村職員の人権意識の高揚を図るため、「大阪府人権教育推進計画」（平成17年３月策定、令和４年９月改定）に基づき、施策展開を図った。

（１）人権教育・啓発指導者の養成講座【国委託事業（府直営）】
府民の身近なところで人権教育に取り組む指導者を養成し、地域における自主的な人権学習活動を促進するため、府民を対象にした講座を実施した。

市町村出前講座
	開催年月日
	令和６年10月19日

	開催場所
	　島本町ふれあいセンター３階　第４学習室

	参加者数
	17人

	テーマ
	誰もが生きやすい社会に向けて～合理的配慮で何が変わる？～

	講　　師
	松波　めぐみ　氏（大阪公立大学アクセシビリティセンター特任准教授）


（２）府職員を対象とした人権研修【国委託事業（府直営）】
府職員の「性的マイノリティの人権問題」への理解を深めるための研修を実施した。

	開催年月日
	①基礎編：令和６年６月19日～７月31日
②応用編：令和６年11月12日・令和６年11月15日

	開催場所
	①オンライン、②國民會館・咲洲庁舎

	参加者数
	①375人、②38人

	内　　容
	テーマ　性の多様性　理解増進研修
講　師　阪部　すみと　氏（Tsunagaryオフィス合同会社 
最高執行責任者）


４　人権啓発に関する施策の実施

府民の人権意識の高揚を図るため、様々な人権啓発活動を行った。

（１）人権啓発施策の推進

①　人権啓発詩・読書感想文募集・表彰事業【国委託事業（府直営）】

人権の尊さやお互いの人権を守ること、差別のない明るい社会を築くことの大切さを訴えることなどを内容とする詩、読書感想文を募集・表彰した。

　　　主催：大阪府・大阪府教育委員会・人権啓発推進大阪協議会（愛ネット大阪）

	募集対象
	大阪府内在住・在学の小・中学生、支援学校小・中学部生

	募集期間
	令和６年７月１日～８月30日

	応募作品
	1,052点　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	入選作品
	30点

	表彰式
	　令和７年１月26日（場所：ピースおおさか）


②　性の多様性理解増進に関するシネマ広告【国委託事業（府直営）】
　　府民の性の多様性に関する理解増進を図るため、府内の映画館において、啓発動画を放映。
	実施年月日
	①令和６年６月７日～20日、②12月６日～19日

	実施場所
	ＴＯＨＯシネマズ梅田

	動 員 数
	①38,500人、②36,500人


③　人権講演会・人権啓発活動経験交流集会

    　　地域で行う人権啓発活動に役立てるため、人権啓発民間団体等が集まり、啓発事業に関する内容・議題等についての勉強会や情報交換、議論を行った。
	開催年月日
	令和７年２月13日　　　　　　　　　　　　　

	開催場所
	國民會館

	参加者数
	36人

	内　　容
	テーマ　優生思想について（旧優生保護法を巡る問題など）

講　師　大阪公立大学アクセシビリティセンター特任准教授
松波めぐみ氏


④　デジタルサイネージの放映【国委託事業（府直営）】
　　府民の性の多様性に関する理解増進を図るため、ＪＲ大阪駅等において、啓発画像を放映。
	実施年月日
	①令和６年６月10日～16日
②令和６年12月２日～８日
③令和７年２月10日～23日
④令和７年３月10日～16日

	実施場所
	①ＪＲ大阪駅
②ＪＲ大阪駅、阪急梅田駅、阪神梅田駅
③Ｏｓａｋａ　Ｍｅｔｒｏ天王寺駅
④ＪＲ環状線　電車内


（２）人権啓発冊子等の作成・配布

①　大阪府人権白書「ゆまにてなにわ」（解説編）【国委託事業（府直営）】

人権問題全般について分かりやすく解説した人権啓発冊子を作成し、広く府民　
等に配布した。

	体　　裁
	Ａ４版、44ページ、カラー

	発　　行
	令和７年３月　30,000部（墨字）、200部（点字）


　　②　啓発ポスターの作成、配布【国委託事業（府直営）】

性の多様性理解増進のための啓発ポスターを作成し、市町村、学校、駅等に配布した。

	体　　裁
	Ｂ２版、カラー

	発　　行
	令和６年５月　4,000部


５　人権啓発活動地方委託事業の実施【国委託事業（市町村再委託）】

法務省の人権啓発活動地方委託事業の一つとして、市町村に対し啓発事業の再委託を行った。

　委託内容：啓発冊子の作成、講演会・研修会の開催等

委 託 先：大阪市、堺市を除く府内40市町村
《委託料》

	区　　　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	委　　託　　先
	41市町村
	41市町村
	40市町村

	予　　算　　額
	25,137千円
	25,259千円
	25,917千円

	決　　算　　額
	25,137千円
	24,800千円
	25,902千円


６　市町村人権啓発支援事業の実施【人権相談・啓発等事業（再掲）】
　　市町村が行う人権啓発事業を支援するため、次の事業を行った。

委託先：一般財団法人大阪府人権協会

　　委託期間：令和６年４月１日～令和８年３月31日

（１）人権啓発アドバイザー設置・派遣事業

　　　市町村からの人権啓発の企画立案に関する相談に対応するためのアドバイザーを置き、電話やメール、企画会議への参画等により必要な助言を行った。また、啓発事業の課題や工夫等について市町村が情報交換ができる交流会を実施した。

（２）人権関連情報収集・提供事業

　　　府内外の人権啓発の関連情報（人権に関する新聞記事、人権啓発講座等のイベント、講師情報等）を広く収集し、市町村に提供した。

（３）講師リストの作成・講師紹介事業

　　　市町村が人権啓発を行うに際し活用できる講師リスト（近畿在住者を中心）に作成し、市町村に提供した。また、市町村の要請に応じ講師の紹介等を行った。
人権・同和企画グループ
１　大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例の推進

令和６年度の条例第６条に基づく届出状況は次のとおりである。

（１）興信所・探偵社業の届出状況

	既届出（Ａ）
	令和６年度中の状況
	累　　　計
（Ａ＋Ｂ－Ｃ）

	
	新規（Ｂ）
	変更
	廃止（Ｃ）
	

	3,281者
	74者
	26者
	23者
	3,332者


（２）周知・啓発

①　毎年10月を条例の啓発推進月間と位置づけ、啓発ポスターを作成し、府内市町村及び関係団体等に配付した。また、大阪府内の地下鉄及びＪＲの全駅並びに私鉄主要駅等にポスターの掲示を行うほか、条例届出事業者向けの研修会を開催した。
②　府民向けのわかりやすい条例解説動画をホームページに掲載し、条例の周知啓発を図った。

③　府政だより、ホームページ等の府広報媒体を用いて、条例啓発推進月間や条例の趣旨等について広報した。

④　府内市町村及び関係機関の広報誌・刊行物・ホームページで条例啓発推進月間や条例の趣旨等について広報した。

⑤　条例届出事業者向けに開催した研修会や宅地建物取引業者の法定研修などの研修会においてパンフレット等の啓発資料を配付し、条例の趣旨等について広報した。

⑥　大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例による規制行為の周知を図るため、「その身元調査は必要ですか？なくそう部落差別」をテーマとする啓発画像を大阪市内等の電子看板（デジタルサイネージ）に放映した。（12月及び２、３月は「大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例」に関する啓発画像と同時放映）

（条例啓発推進月間）
	実施期間
	令和６年９月30日～10月６日

	実施場所
	大阪駅セントラルサウンドビジョン


	実施期間
	令和６年10月１日～10月31日

	実施場所
	大阪モノレール各駅（旅客案内モニター）


　　　
　　　（人権週間：ヘイトスピーチ解消に向けた啓発画像と同時放映）
	実施期間
	令和６年12月２日～12月８日

	実施場所
	南海なんば駅なんばガレリアツインビジョン


	実施期間
	令和６年12月４日～12月10日

	実施場所
	大阪モノレール各駅（旅客案内モニター）


（その他：ヘイトスピーチ解消に向けた啓発画像と同時放映）
	実施期間
	令和７年２月24日～３月２日

	実施場所
	ＪＲ西日本ＷＥＳＴビジョン環状線


（３）興信所・探偵社業者に関する啓発等業務
条例届出事業者を対象とする研修会の開催や府民、事業者からの条例等に関する相談業務等を一般社団法人大阪府調査業協会に委託し、次の事業を行った。

①  研修会の実施

　　      条例に対する理解を深め、人権尊重機運の高揚を図るとともに、業者の健全育成に資するため、興信所・探偵社業に従事する者に研修を実施した。
	開催年月日
	　１回目　令和６年10月17日
　２回目　令和７年 ３月14日

	出席者数
	１回目　52人
２回目　50人


②　啓発業務

業者や府民に条例の趣旨や内容についてより一層理解を深めることができるようパンフレットを作成し、啓発に活用した。

③　相談業務

府民や業者からの条例等に関する相談に応じ、必要な助言等を行った。

《委託料》

	区　　　　　分
	令和４年度　
	令和５年度
	令和６年度

	予　　算　　額
	3,141千円
	3,138千円
	3,139千円

	決　　算　　額
	3,141千円
	3,138千円
	3,139千円


２　大阪府人種又は民族を理由とする不当な差別的言動の解消の推進に関する条例（大阪府ヘイトスピーチ解消推進条例）の推進
（１）周知・啓発

①  毎年11月を条例の啓発推進月間と位置づけ、ヘイトスピーチ解消に向けた啓発活動として、啓発ポスターを作成し、府内市町村及び関係団体等に配付した。また、大阪府内の地下鉄及びＪＲの全駅並びに私鉄主要駅等にポスターの掲示を行ったほか、ブロック別市町村人権担当課長会議で条例の周知を図った。
②  大阪府人権白書「ゆまにてなにわ」（解説編）、ホームページ等の府広報媒体を用いて、条例の内容について広報した。
③  府内市町村及び関係機関の広報誌・刊行物・ホームページで条例啓発推進月間や条例の趣旨等について広報した。

④ 「ヘイトスピーチゆるさへん！」をテーマとする啓発画像を大阪市内等の電子看板(デジタルサイネージ)に放映した。（12月及び２、３月は「大阪府部落差別事象に係る調査等の規制等に関する条例」に関する啓発画像と同時放映）
（条例啓発推進月間）

	実施期間
	令和６年11月４日～11月10日

	実施場所
	大阪駅セントラルサウンドビジョン


　　　
	実施期間
	令和６年11月１日～11月30日

	実施場所
	大阪モノレール各駅（旅客案内モニター）


　　　
　　　（人権週間：同和問題(部落差別)解消に向けた啓発画像と同時放映）
	実施期間
	令和６年12月２日～12月８日

	実施場所
	南海なんば駅なんばガレリアツインビジョン


	実施期間
	令和６年12月４日～12月10日

	実施場所
	大阪モノレール各駅（旅客案内モニター）


（その他：同和問題(部落差別)解消に向けた啓発画像と同時放映）
	実施期間
	令和７年２月24日～３月２日

	実施場所
	ＪＲ西日本ＷＥＳＴビジョン環状線


３　在日外国人施策の推進
「大阪府在日外国人施策に関する指針」（平成14年12月策定、令和５年３月改正）に基づき、
在日外国人施策に取り組むとともに、在日外国人施策を総合的、効果的に推進するため、「大阪府在日外国人施策有識者会議」の運営を行った。
また、令和５年度に作成した「大阪府在日外国人施策に関する指針」のやさしい日本語版及び外国語版チラシについて、府内市町村、関係団体、国際交流団体等に周知を行った。
	目　　　的
	在日外国人に関わる諸課題について、本府が取り組むべき施策に係る意見を幅広く求める。

	設立年月日
	平成４年10月１日

	開催状況
	（第51回）
令和７年２月18日（大阪府新別館北館４階多目的ホール）


４　大阪府同和問題解決推進審議会の運営
　　同和問題の解決のための重要事項を調査審議するため、「大阪府同和問題解決推進審議会」を運営した。
	目　　　的
	部落差別解消推進法の趣旨を踏まえ、同和問題解決のために、より専門的な議論を行うため。

	設立年月日
	昭和38年10月25日

	開催状況
	　―


５　同和問題解決に向けた取組の調整

同和問題解決に向けた取組の円滑かつ効果的な推進を図るため、同和問題に関する職員研修の実施など庁内の関係部局及び市町村と所要の調整を行った。
６　他府県との連絡調整

全国人権同和行政促進協議会や近畿地区人権同和行政促進協議会の場を通じて、様々な人権問題の解決に向けた施策の円滑な推進を図るための連絡調整を行った。
７　国に対する要望

人権問題の早期かつ根本的な解決のためには、国における施策の充実や必要な財源の確保が不可欠であることから、人権教育、啓発に関する施策の推進及び地方公共団体に対する財政支援の充実、様々な人権侵害による被害者救済のための人権救済機関の設置など実効性のある法制度の確立、インターネットを利用した差別行為の防止対策等について、府・市長会・町村長会の三者要望などにより国に対し強く働きかけた。
擁護グループ
１　人権相談事業（専門相談事業）の実施【人権相談・啓発等事業（再掲）】
府内における人権相談機能の充実・強化を図るため、次の事業を委託により行った。
　　委託先：一般財団法人大阪府人権協会

　　委託期間：令和６年４月１日～令和６年５月31日、令和６年６月１日～令和９年３月31日
(１) 府民向け人権相談

府民からの人権に関わる相談に対して適切な助言を行い、また、内容に応じて適切な専門機関への紹介・取次ぎを行うことによって相談者の自主的な問題解決を支援する相談窓口を運営した。

	実 施 日
	令和６年５月31日まで

○平日相談：月曜日～金曜日　9：30～17：30（祝日・年末年始除く）

○夜間相談：火曜日　　　　 17：30～20：00（祝日・年末年始除く）

○休日相談：毎月第４日曜日　9：30～17：30
令和６年６月１日以降
　○電話相談　　：月曜日～金曜日、第４日曜日　10：00～16：00
　○ＬＩＮＥ相談：木曜日・金曜日　　　　　　　18：00～22：00
　　※祝日・年末年始を除く
　※メール・手紙・ＦＡＸによる相談は常時受付
　　※面接相談及び弁護士等専門家への無料相談は事前予約制

	相談件数
	年間　2,016件

うち人権問題別集中相談　　　　　　188件

（様々な人権問題の中から毎月テーマを設定して集中相談を実施）　　　　




(２)市町村人権相談サポート

市町村の相談窓口から相談事案に対する支援を求められた場合等に、適切な助言を行うとともに、市町村の日常業務に活用できる「人権相談のてびき」を更新した。

	件　　数
	年間　118件


　　(３)専門家との連携相談支援

　　　　法律や医療などの専門知識が必要な相談について、専門家や当事者団体等から助言等を受けて対応するとともに、必要に応じて相談者と専門家等との面談に同行した。

	実 施 日
	・随時実施

	相談件数
	年間　18件


２　差別事象等への取組
人権侵害を受け、または受けるおそれのある人が、迅速に適切な保護・救済を受けることができるよう、庁内関係部局及び市町村等と連携し、差別事象への対応と実態把握に努めた。

	対応件数
	45件


３　インターネット上の人権侵害への対応

市町村等と連携し、いわゆる同和地区の所在地情報の摘示及び人種や民族といった共通の属性を理由としてなされる不当な差別的言動について、プロバイダ事業者や法務省に対して削除要請等を行った。

《削除要請件数》
	削除要請等
	令和４年度


	令和５年度
	令和６年度

	プロバイダ事業者への削除要請
法務省への通報
	26件

51件
	18件
40件
	68件

90件


４　大阪府インターネット誹謗中傷・トラブル相談窓口「ネットハーモニー」の運営
インターネット上のトラブルに関する相談を幅広く受け付け、誹謗中傷や差別等の問題に対して必要な助言等を行うとともに、専門家への無料相談などにより支援する相談窓口を運営した。

	相談日時
	○ＬＩＮＥ・電話：月曜日から土曜日　16：00～22：00
　　　　　　　　　第２日曜日　　　　13：00～18：00
　※祝日・年末年始を除く。
　※メール・手紙・ＦＡＸによる相談は、常時受付
　※面接相談及び弁護士等専門家への無料相談は事前予約制

	相談件数
	年間　599件


５　大阪府人権施策推進審議会インターネット上の人権侵害解消推進部会の運営

大阪府人権施策推進審議会にインターネット上の人権侵害解消推進部会を設置し、大阪府インターネット上の誹謗中傷や差別等の人権侵害のない社会づくり条例第15条に基づき、人権侵害情報への対応や、相談支援、教育・啓発等の取組について委員の意見を聴取した。
	開催年月日
	開催場所
	内　　　　　　容

	（第４回）
令和６年９月10日
	大阪府庁本館１階
第４委員会室
	○人権侵害情報への対応について
○相談支援の実施について
○教育・啓発の実施について

	（第５回）
令和７年２月21日
	大阪府咲洲庁舎41階共用会議室⑦
	○人権侵害情報への対応に係る論点について

○人権侵害情報への対応状況について

○相談支援の実施状況について

○教育・啓発の実施状況について


　　設立年月日：令和５年11月10日

６　インターネット上の人権侵害解消に向けた啓発施策の実施

インターネット上の人権侵害解消を図るため、様々な人権啓発活動を行った。

（１）デジタルサイネージの放映【国委託事業（府直営）】
　　　　インターネット上の人権侵害の解消に向けた啓発のため、啓発動画を放映した。
	実施年月日
	1 令和６年11月４日～11月10日　

2 令和６年11月11日～11月17日　

3 令和６年11月18日～11月24日　

	実施場所
	　①　うめだHEP前ビジョン

②　EDION VISIONなんば、心斎橋OPAビジョン

　③　天王寺駅東口マルチビジョン


（２）電車内広告【国委託事業（府直営）】
インターネット上の人権侵害の解消に向けた啓発のため、府内主要路線の車内ビジョン広告を活用し、啓発を呼びかける動画の放映を行った。
　　　
	実施年月日
	令和７年３月24日～３月30日

	実施場所
	JR西日本　WESTビジョン 環状線
(大阪環状線15秒スポット・ロール放映)


（３）ターゲティング広告【国委託事業（府直営）】
　　　　インターネット上の誹謗中傷について、発信者又は被害者がSNS（X、YouTube）で検索、投稿した語句が、大阪府が設定したキーワードと合致した場合などに、画面上に注意喚起の画像(バナー)、メッセージを表示し、それらをクリックすることで、大阪府が準備する啓発ホームページに誘導し、啓発を行った。
	実施年月日
	令和６年６月１日～令和７年３月31日

	媒　　体
	X、YouTube


（４）スポーツ組織と連携した啓発事業【国委託事業（府直営）】
　　　インターネット上の誹謗中傷等の人権侵害について、府民の誰もが被害者にも加害者にもならないよう、「インターネット上の人権侵害」に関する人権意識の高揚を図るため、プロバスケットボールチーム「大阪エヴェッサ」との連携により、幅広い世代を対象として、所属する選手が出演する人権啓発動画「ＳＮＳを凶器にするな」の制作と放映、ホームゲームにおける啓発イベント等を実施した。
	　場所
	　おおきにアリーナ舞洲（大阪府大阪市）

	啓発イベント実施日
	令和６年11月３日（琉球ゴールデンキングス戦）

	啓発動画放映日
	令和６年 11月２日、３日、９日、10日
12月７日、８日、18日、21日、22日


（５）人権啓発出前講座
　　　インターネット上の人権侵害解消の取組として、インターネットやＳＮＳの利用に当たり、被害者にも加害者にもならないよう、どのようなことに注意すべきか学ぶことのできる出前講座を実施した。
	ネット上の
誹謗中傷防止講座
	対　　象：大阪府内の教育機関等
実施件数：26件

	インターネット上の
コミュニケーションの考え方
	対　　象：府内企業・団体の従業員、学校関係者(生徒含む)等
実施件数：３件

	インターネット上の
ものの見方・捉え方
	対　　象：府内企業・団体の従業員、学校関係者(生徒含む)等
実施件数：５件


調整グループ
１　人権相談事業（ネットワーク事業）の実施【人権相談・啓発等事業（再掲）】
府内における人権相談機能の充実・強化を図るため、人権相談機関ネットワークの連携強化や相談員のスキルアップなど次の事業を委託により行った。
　　委託先：一般財団法人大阪府人権協会

　　契約期間：令和６年５月１日～令和９年３月31日

(１) 人権相談機関ネットワークの運営
府民の人権に関する様々な相談に、適切かつ迅速に対応できるよう府内の行政機関、公益法人、ＮＰＯ等の相談機関で構成する人権相談機関ネットワークの連携強化など運営業務を行った。
	加盟機関数
	294機関（令和７年３月31日現在）


(２) 「おおさか相談フォーラム」の開催

ネットワーク加盟機関の相談員等の相談活動への関心を高めるとともに、加盟機関同士の経験交流や情報交換及び相談員のスキルアップを図ることを目的に実施した。

	開催日
	令和７年２月27日

	参加者数
	70人

	内　 容
	今後の相談活動に役立てるため相談員がメンタルヘルスケアの必要性や課題について考え、話し合いながらメンタルヘルスを向上させる研修を実施。

テーマ：Ⅰ部　基調講演会

「相談員のメンタルケア：セルフケアとサポートの方法」

Ⅱ部　相談・支援の現場からの報告

報告①「相談員の養成とメンタルケア」
Ⅲ部　参加者の交流と意見交換


(３) 相談事例研究会の開催

市町村の人権相談員等のスキルアップのため、集約した相談事例の中から、今日的な課題や特徴的な相談事例を題材にした事例研究会を開催した。

	開催日

場　所
	第１回：令和６年 ９月27日　茨木市立総持寺いのち・愛・ゆめセンター

第２回：令和６年10月11日　四條畷市市民総合センター　

第３回：令和６年10月18日　和泉市立人権文化センター
第４回：令和６年11月 １日　藤井寺市役所

	参加人数
	第１回：９人、第２回：16人、第３回：22人、第４回：18人

合　計：65人


(４) 人権相談集約・報告

大阪府や市町村人権相談窓口から、人権問題に関わる相談件数とその内訳を集約し、報告書にまとめてホームページで公表した。
２  人材養成事業（人権総合講座事業）の実施【人権相談・啓発等事業（再掲）】
大阪府や市町村、ＮＰＯ等において人権啓発や相談業務に従事する人を対象に、業務に必要な知識やスキルを身につけることができるよう、総合的な人権に関する講座を委託により開催した。

委託先：一般財団法人大阪府人権協会

契約期間：令和６年５月１日～令和９年３月31日

	実施期間
	前期：令和６年９月３日～令和６年10月31日

後期：令和７年１月７日～令和７年 ２月 ７日
※期間にはオンデマンド受講を含まない 

	開催コース及び受講決定者数
	・人権担当者入門コース　　　　　　　　　　41人
・人権相談員養成コース　　　　　　　　　　51人

・人権啓発企画担当者養成コース　　　　　　15人

・人権ファシリテーター養成コース　　　　　14人

・人権相談員スキルアップコース　　　　　　24人

・人権相談員専門コース　　　　　　　　　　21人

・人権ファシリテータースキルアップコース　12人

・人権コーディネータースキルアップコース　18人

・科目選択受講者　　　　　　　　　　　　 316人


３  人権擁護士の養成

人権に関する相談内容が複雑・多様化していることから、府民の人権問題を早期に解決に結びつけ、人権侵害を未然に防止するため、「人権擁護士」を養成するとともに、スキルアップやネットワークづくりの支援等に取り組んだ。

	人権擁護士登録数
	219人（令和７年３月31日現在）　


４  市町村の相談事業の推進
住民の自立支援及び福祉の向上等に資することを目的に市町村が地域の実情に沿って取り組む相談事業を支援及び促進するため、市町村に対し総合相談事業交付金を交付した。（政令市は平成２８年度から交付）

《交 付 金》

	区　　　　　分
	令和４年度
	令和５年度
	令和６年度

	予　　算　　額
	262,900千円
	262,900千円
	262,900千円

	決　　算　　額
	259,306千円
	259,606千円
	260,285千円


５　運動団体との連絡調整

部落解放同盟大阪府連合会、全日本同和会大阪府連合会、自由同和会大阪府本部等との連絡調整を行った。


